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第3章  学 校 教 育 総 論 

 

第 １ 節  指  導  目  標  

 

１  平 成 24 年 度 学 校 教 育 に つ い て  

  学 校 教 育は、幼児児童生徒が生涯にわたり、人間としての成長と発達を続けていく基盤となる

力を養うとともに、国家及び社会の有為な形成者としての資質の育成を目標とするものである。 

  本 県 教 育振興基本計 画に基づき、各学校においては、幼児児童生 徒のすぐれた個性を伸ばし、

知・徳・体の調和のとれた人間形成を図るとともに、公共の精神を尊び、自他の敬愛と協力によ

り創造的で活力に満ちた社会の発展に尽くす態度を養うことが大切である。  

  教 職 員 は、教育者としての使命を自覚し、学校教育の目標と学習指導要領等の趣旨を十分理解

し、校（園）長の指導のもとに一致協力して公教育の推進に努力されるよう期待する。  

 

基 本 的 理念  

1 い の ち を尊び、こころやからだを鍛え、たくましく生きる力を養う。  

2 自 ら 学 び、深く考え、広い視野をもって主体的に行動する力を養う。  

3 礼 節 を 重んじ、自らを律し、他とともにこころ豊かな生活を築く態度を養う。  
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第 ２ 節   現    況  

 

1 平 成 24 年 度 学 校 総 覧 （ 高 等 教 育 機 関 を 除 く ）          （ 学 校 基 本 調 査  24.5.1 現 在 ） 

区分  
学 校 数  

学 級 数  
幼 児 ・児童・生徒数  本 務 教員数  本  務  

職 員 数  計  本 校  分校 計  男  女  計  男  女  

幼 稚 園  522 522  3,957 98,891 50,060 48,831 5,682 343 5,339 828 

国     立  1 1  5 148 71 77 6  6  

市  町  立  92 92  506 10,976 5,627 5,349 750 14 736 79 

私     立  429 429  3,446 87,767 44,362 43,405 4,926 329 4,597 749 

小 学 校  985 982 3 15,734 423,742 217,020 206,722 22,983 8,415 14,568 3,213 

国     立  2 2  42 1,445 724 721 61 46 15 4 

市 町 村 立  980 977 3 15,655 421,251 215,940 205,311 22,848 8,339 14,509 3,200 

私     立  3 3  37 1,046 356 690 74 30 44 9 

中 学 校  440 437 3 7,054 220,898 112,989 107,909 13,589 7,893 5,696 1,102 

国     立  3 3  33 1,220 598 622 69 55 14 8 

市 町 村 立  414 411 3 6,748 209,510 107,901 101,609 12,999 7,489 5,510 1,039 

私     立  23 23  273 10,168 4,490 5,678 521 349 172 55 

高 等 学 校  220 219 1  194,965 97,624 97,341 12,256 8,554 3,702 1,968 

国     立  2 2   943 384 559 65 43 22 11 

県     立  148 147 1 (3,147) 121,437 62,147 59,290 7,991 5,473 2,518 1,355 

市     立  15 15  (351) 13,522 5,832 7,690 921 592 329 140 

私     立  55 55   59,063 29,261 29,802 3,279 2,446 833 462 

通信制高等学校 6 6   8,349 5,167 3,182 87 66 21 16 

県     立  2 2   3,055 1,462 1,593 55 42 13 7 

私     立  4 4   5,294 3,705 1,589 32 24 8 9 

中等教育学校(私立) 1 1   637 637  61 53 8 44 

(前 期 課 程 )    12 325 325      

(後 期 課 程 )     312 312      

特 別 支 援学校 34 32 2 1,445 6,939 4,561 2,378 3,319 1,258 2,061 599 

盲学校(県立) 2 2  53 171 95 76 122 58 64 49 

聾学校(県立) 5 5  126 520 298 222 301 107 194 82 

養 護 学 校  27 25 2 1,266 6,248 4,168 2,080 2,896 1,093 1,803 468 

国   立  1 1  9 63 46 17 29 21 8 3 

県   立  20 18 2 1,036 5,047 3,395 1,652 2,335 851 1,484 348 

市   立  6 6  221 1,138 727 411 532 221 311 117 

専 修 学 校  176 176   46,413 21,994 24,419 2,618 1,301 1,317 796 

県     立  3 3   760 187 573 82 27 55 27 

市     立  13 13   2,028 221 1,807 198 6 192 42 

私     立  160 160   43,625 21,586 22,039 2,338 1,268 1,070 727 

各種学校(私立) 96 96   13,282 7,894 5,388 735 450 285 314 

 （ 注 1）高等学校・特別支援学校については、専攻科を含む。ただし、高等学校の学級数は、公立  

本 科 のみのものである。  

（ 注 2）通 信制高等学校 6 校 の 内訳は、独立校 2 校 、全・通併置校 3 校 、定・通併置校 1 校 で ある。  

し た がって、併置校 4 校 は 、高等学校数と重複している。  

  


